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共
有
の
内
部
関
係
、
特
に
、
共
有
物
の
管
理
と
い
う
側
面
が
着
目
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
八
年
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
、
建
物
区
分
所
有
法
と
略
す
）
の
改
正
が
契
機
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
右
改
正
の
主
要
な
論
点
の
一
つ
が
、
共
用
部
分
・

敷
地
に
お
け
る
団
体
的
管
理
の
強
化
で
あ
り
、
同
法
の
改
正
の
結
果
、
多
数
決
原
理
の
適
用
範
囲
の
拡
莚
、
及
び
特
定
承
継
人
へ
の
拘

（
２
）

束
力
を
認
め
る
債
権
の
拡
大
が
実
現
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
従
来
、
共
同
所
有
論
の
下
で
個
人
主
義
的
構
成
が
強
調
さ
れ
て
き
た
共
有

目
次囚
わ
が
国
の
議
論
へ
の
示
唆

五
結
語

共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
理
論
形
成

裁
判
例
及
び
学
説
の
概
観

本
稿
の
目
的

本
稿
の
目
的

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
理
論
形
成

ｌ
裁
判
例
及
び
学
説
の
検
討
を
中
心
に
Ｉ

上
河
内
千
香
子
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に
つ
い
て
、
団
体
的
管
理
の
規
定
へ
の
着
目
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
同
法
の
改
正
を
契
機
と
し
て
、
共
有
物
の
団
体
的
管
理
に
つ
い
て

検
討
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
学
説
は
、
共
有
に
つ
い
て
、
解
消
に
向
か
う
共
有
物
（
共
同
相
続
財
産
等
）
と
、
存
続
を
前
提

と
す
る
共
有
物
（
共
通
の
私
道
、
区
分
所
有
建
物
の
敷
地
・
共
用
部
分
等
）
の
存
在
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
両
者
の
特
質
に
合
致
し
た

管
理
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
迩
・

し
か
し
、
右
の
検
討
に
は
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
確
認
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
、
「
共
有
物
の
団
体
的

管
理
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
共
同
所
有
論
を
背
景
に
発
展
し
て
き
た
議
論
を
無
視
し
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
ド

イ
ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
の
共
有
制
度
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
団
体
的
な
管
理
に
関
す
る
規
定
を
予
定
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
関
す
る
規
定
（
七
四
五
条
一
項
）
及
び
共
有
物
の
管
理
規
律
の
拘
束
力
に
つ
い
て
の
規
定
（
七
四
六

条
、
’
○
一
○
条
一
項
）
を
設
置
し
て
お
り
、
特
に
、
後
者
は
、
わ
が
国
の
民
法
二
五
四
条
と
沿
革
を
も
共
に
す
る
。
こ
の
た
め
、
共

有
物
の
管
理
に
つ
い
て
、
そ
の
団
体
性
に
着
目
し
た
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、
上
記
の
検
討
が
不
可
欠
な
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
右
の

（
４
）

視
角
に
基
づ
く
検
討
の
一
環
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
立
法
過
程
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
に
お
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
等
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
つ
い
て
。
Ｂ
Ｃ
Ｂ
制
定
以
前
は
、
多
様
な
形
態
の
管
理
規
定
が
存
在
し
姪
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
そ
の
中

か
ら
、
持
分
割
合
に
基
づ
く
多
数
決
に
よ
る
管
理
を
採
用
し
た
。
そ
の
際
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
が
、
少
数
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
特
に
、
単
独
で
過
半
数
の
割
合
を
有
す
る
持
分
権
者
が
存
在
す
る
よ
う
な
共

有
の
場
合
、
当
該
管
理
方
法
の
採
用
に
よ
り
、
少
数
持
分
権
者
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
特
に
、
「
分
割
が
不
可
能
な

共
有
物
」
に
つ
い
て
は
、
少
数
持
分
樋
者
は
、
分
割
請
求
権
の
行
使
に
よ
り
、
共
有
関
係
か
ら
脱
退
し
得
な
い
た
め
、
一
層
深
刻
な
問

題
に
な
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
持
分
権
者
に
裁
判
所
へ
の
管
理
請
求
権
を
付
与
す
る
（
七
四
五
条
二
項
）
、
あ
る
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（
６
）

い
は
、
共
有
物
分
割
〈
七
四
九
条
一
項
）
と
い
う
対
応
を
予
定
Ｉ
」
た
。

次
に
、
共
有
物
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
起
草
当
初
は
、
共
有
物
に
関
す
る
規
律
が
持
分
の
特
定
承
継
人
を
拘
束
す

る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
共
同
所
有
の
概
念
に
つ
い
て
合
有
制
を
採
用
す
る
と
同
時
に
、
共
有
に
つ
い
て
、
右
の
効
力
を

（
７
）

承
認
す
る
に
至
っ
た
。
一
度
成
立
し
た
共
有
関
係
の
存
続
を
保
護
す
る
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
ｊ
ｂ

う
一
つ
の
方
法
が
存
在
し
た
。
共
有
者
に
よ
る
持
分
処
分
の
際
に
、
各
持
分
権
者
に
法
定
先
買
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
持
分
権

者
に
法
定
先
買
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
有
者
に
不
都
合
な
第
三
者
の
共
有
関
係
へ
の
介
入
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

（
８
）

り
、
共
有
関
係
の
存
続
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
法
定
先
買
権
の
規
定
は
、
立
法
過
程
全
般
を
通
じ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ー
ア
ン

に
よ
り
強
く
主
張
さ
れ
た
が
、
結
局
、
採
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
法
定
先
買
権
の
規
定
の
設
置
は
、
持
分
処
分

の
自
由
へ
の
重
大
な
負
担
と
な
る
こ
と
、
先
買
権
廃
止
と
い
う
時
代
の
傾
向
、
共
有
の
債
権
的
側
面
を
規
律
す
る
「
共
同
」
の
規
定
は
、

（
９
）

持
分
権
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
先
買
権
を
付
与
す
る
程
の
密
接
性
を
予
定
し
て
な
い
、
と
い
う
隆
只
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
共
有
物
の
団
体
的
管
理
の
規
定
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
次
の
三
つ
の
論
点
が
提
起
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
ず

一
点
目
は
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
と
少
数
者
の
保
護
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
共
有
物
に
関
す
る
規
律
の
特
定
承
継
人
へ
の

効
力
で
あ
る
。
三
点
目
は
、
共
有
者
に
よ
る
持
分
処
分
の
際
に
お
け
る
各
持
分
権
者
の
法
定
先
買
権
行
使
で
あ
る
。
以
上
の
論
点
は
、

立
法
後
、
判
例
学
説
に
よ
り
、
い
か
な
る
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
立
法
過
程
を
通
じ
て
、
共
同
所

有
の
取
扱
い
自
体
が
変
動
を
被
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
、
共
有
は
、
成
立
原
因
は
限
定
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
存
続
保
護
と
持
分
処
分

の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
共
有
制
度
の
取
扱
い
は
、
判
例
学
説
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
右
の
検
討
を
行
い
、
わ
が
国
の
議
論
の
参
考
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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￣、

５
－〆

一，

４
､￣

戸■～

３
、－〆

ニー、

２
－〆

（
１
）

例
え
ば
、
山
田
誠
一
「
共
有
者
間
の
法
律
関
係
ｌ
共
有
法
再
櫛
成
の
試
み
Ｉ
（
四
．
完
）
」
法
協
一
○
二
巻
七
号
一
四
二
頁
（
一
九
八
五
年
）

は
、
フ
ラ
ン
ス
共
有
理
論
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
共
有
を
「
分
割
型
共
有
」
と
「
処
分
型
共
有
」
に
分
類
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
全
員
一

致
に
よ
る
規
律
形
成
を
原
則
と
す
る
旨
を
主
張
す
る
。
ま
た
、
吉
野
衛
「
共
有
不
動
産
に
対
す
る
妨
害
排
除
」
（
季
刊
実
務
民
事
法
５
〈
一

九
八
四
年
〉
）
一
三
頁
で
は
、
共
有
物
の
非
占
有
持
分
権
者
か
ら
占
有
持
分
権
者
に
対
す
る
明
渡
請
求
の
問
題
に
つ
い
て
、
明
渡
し
を
否
定

す
る
判
例
理
論
は
、
「
共
有
状
態
の
早
期
終
息
が
好
ま
し
い
共
有
物
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
共
有
の
強
制
さ
れ
る

目
的
物
に
は
、
分
割
を
回
避
し
、
共
有
物
の
円
滑
な
利
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
法
理
論
の
櫛
築
が
必
要
、
と
述
べ
て
い
る
。

上
河
内
「
共
有
物
の
使
用
管
理
に
関
す
る
規
定
の
制
定
過
程
ｌ
ド
イ
ツ
法
を
中
心
に
Ｉ
（
一
）
（
一
一
．
完
）
」
広
法
二
一
一
巻
四
号
一
一
二
九
頁
以

下
、
二
三
巻
一
号
八
一
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
。

例
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
編
一
七
章
一
二
条
及
び
二
一
条
で
は
、
持
分
割
合
に
応
じ
た
多
数
決
に
よ
る
管
理
の
規
定
を
設

置
す
る
と
同
時
に
、
二
二
条
に
お
い
て
、
少
数
持
分
権
者
の
権
利
が
問
題
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
頭
数
に
よ
る
多
数
決
を
行
う
こ
と
を

定
め
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
五
六
二
条
で
は
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
を
認
め
ず
、
過
半
数
持
分
権
者
が
存
在
す
る
場
合

は
、
管
理
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
単
独
で
決
し
得
る
旨
を
定
め
て
い
る
（
く
い
一
・
ｍ
ｏ
冒
す
の
茸
・
ロ
の
く
ｏ
１
Ｐ
ｍ
の
ゴ
Ｑ
の
『
罰
の
：
三
・
『
自

己
『
ｓ
の
の
『
の
一
の
【
○
白
白
】
、
の
］
○
口
目
『
シ
Ｅ
の
Ｐ
『
ず
の
】
旨
ｐ
ｍ
Ｑ
Ｃ
ｍ
団
員
ミ
ニ
『
「
の
①
ヨ
の
⑪
国
旨
、
の
こ
】
ｓ
ｇ
ｏ
の
⑩
の
蔚
す
こ
Ｓ
の
⑪
割
再
の
。
三
号
『

の
○
ず
巨
巨
こ
の
『
ゴ
呼
一
一
己
の
⑪
の
弓
の
】
］
堕
因
の
⑪
。
。
」
の
『
の
『
弓
の
】
一
目
》
」
＠
画
Ｐ
の
．
、
四
回
面
←
】
「
「
・
）
。

椎
に
拡
大
さ
れ
た
。

ま
ず
、
建
物
区
分
所
有
法
一
七
条
に
よ
り
、
区
分
所
有
建
物
の
共
用
部
分
の
軽
微
変
更
は
、
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上

の
多
数
に
よ
る
集
会
の
決
議
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
三
一
条
一
項
に
よ
り
、
規
約
の
設
定
、
変
更
又
は
廃
止
も
、
区
分
所
有
者
及

び
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
る
集
会
の
決
議
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
六
二
条
に
よ
り
、
区
分
所
有
者
及
び
議
決

権
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
建
替
え
決
議
が
可
能
と
な
っ
た
。

現
行
建
物
区
分
所
有
法
八
条
に
よ
り
、
特
定
承
継
人
へ
の
拘
束
力
を
認
め
る
債
権
の
範
囲
は
、
立
法
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
共
用
部
分
に
関

し
て
生
じ
た
債
権
の
み
な
ら
ず
、
建
物
の
敷
地
や
共
用
部
分
以
外
の
建
物
の
付
属
施
設
に
つ
い
て
の
債
権
、
及
び
集
会
の
決
議
に
基
づ
く
償
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１
多
数
決
に
よ
る
管
理

川
過
半
数
割
合
を
有
す
る
持
分
権
者
の
存
在
と
多
数
決
に
よ
る
管
理

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
起
草
過
程
で
は
、
単
独
で
過
半
数
割
合
を
有
す
る
持
分
権
者
が
存
在
す
る
共
有
物
に
お
い
て
、
多
数
決
に
よ
る
管
理

（
七
四
五
条
一
項
）
を
採
用
し
得
る
か
が
問
わ
れ
て
い
た
。
当
該
持
分
割
合
の
共
有
に
お
い
て
は
、
右
の
持
分
権
者
は
、
少
数
持
分
権

者
を
無
視
し
た
共
有
物
の
管
理
を
行
い
、
他
方
、
多
数
決
決
議
の
欠
席
、
あ
る
い
は
、
管
理
事
項
へ
の
反
対
に
よ
り
、
管
理
機
能
を
麻

（
胴
）

蝉
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
対
処
と
し
て
は
、
少
数
持
分
権
者
に
よ
る
裁
判
所
へ
の
管
理
請
求
権
の
行
使
（
七
四
五
条
二
項
）
、
あ
る
い
は
、
共
有

物
分
割
（
七
四
九
条
一
項
）
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
後
も
、
当
該
持
分
割
合
の
共
有
物
に
多
数
決
に
よ
る
管
理

を
行
う
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
当
該
共
有
物
に
多
数
決
に
よ
る
管
理
を
行
う
こ
と
は
、
少
数
持
分
権
者
の
管
理
へ
の
参
加

〆■、￣、

８７
－〆～￣

￣、

６
、－〆

〆￣、

９
－ジ

上
河
内
・
前
掲
論
文
（
二
一
四
九
頁
以
下
、
（
二
。
完
）
八
二
頁
。

上
河
内
・
前
掲
論
文
（
二
．
完
）
八
一
頁
以
下
参
照
。

ぐ
、
一
・
国
色
の
ロ
ョ
ョ
の
己
印
一
の
一
］
旨
］
、
○
の
『
ぬ
巳
Ｐ
Ｃ
頁
一
】
Ｃ
盲
目
少
の
巨
昏
日
ロ
、
の
。
ｇ
Ｑ
の
９
国
コ
ー
ミ
ロ
『
『
の
ヨ
の
⑪
冒
伺
の
１
】
ロ
ゴ
○
コ
○
・
の
。
同
ワ
ロ
○
す
の

巴
・
コ
ン
の
畠
の
『
目
、
の
ロ
２
日
円
の
。
頁
：
『
の
○
百
一
号
の
『
嵐
」
目
』
⑪
⑪
の
．
ｚ
の
目
『
・
》
］
患
『
．
、
．
←
患
・

で
『
Ｏ
Ｓ
天
。
一
一
の
。
●
『
六
○
日
目
】
⑪
巴
○
口
｛
冒
曰
の
Ｎ
三
の
一
一
の
唇
の
の
ｐ
ｐ
ｍ
：
切
固
コ
ー
ミ
ニ
『
「
⑩
：
⑪
函
ご
『
ぬ
の
『
一
】
Ｓ
の
ロ
○
○
ｍ
の
一
Ｎ
す
：
す
の
因
』
・
自

因
の
。
亘
已
の
『
ぬ
の
ゴ
ロ
一
旦
こ
の
『
ず
堅
冒
厨
、
の
》
」
＄
Ｐ
の
．
『
急
．

裁
判
例
及
び
学
説
の
概
観
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②
多
数
決
に
よ
る
管
理
と
少
数
者
の
保
護

ま
た
、
右
の
よ
う
な
持
分
割
合
以
外
の
共
有
に
お
い
て
も
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
を
通
じ
て
、
少
数
者
の
権
利
保
護
の
問
題
は
生
じ

得
る
。
こ
の
問
題
は
、
実
際
の
争
訟
で
は
、
七
四
五
条
一
項
の
多
数
決
を
経
て
第
三
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
賃
貸
借
契
約
に
対
す
る

少
数
者
か
ら
の
異
議
、
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
［
１
］
キ
ー
ル
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
○
五
年
二
月
二
五
日
判
決
は
、
土

地
の
持
分
権
者
Ｘ
が
、
他
の
持
分
権
者
と
第
三
者
Ｙ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
共
有
地
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
他
の
持
分
権
者
か
ら

通
知
も
な
く
、
又
賃
貸
借
契
約
締
結
に
協
力
も
し
て
い
な
い
、
と
い
う
理
由
よ
り
、
無
効
を
主
張
し
た
、
と
い
う
事
案
に
対
し
て
、
七

四
五
条
一
項
は
、
全
員
の
合
意
な
く
し
て
通
常
の
管
理
・
利
用
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
管
理
行
為
が
少
数
権
者
の

（
Ｍ
）

〈
ロ
意
を
通
じ
て
初
め
て
行
い
得
る
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
目
的
が
無
に
な
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
共
同
相
続
財
産
に
つ
い
て

で
あ
る
錘
、
［
２
］
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
一
年
三
月
二
九
日
判
決
も
、
共
同
相
続
財
産
の
持
分
権
者
の
一
人
で
あ
る
Ａ
が
、
持
分

権
者
Ｘ
を
除
く
持
分
権
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
共
同
相
続
財
産
の
管
理
行
為
と
し
て
、
自
己
が
支
配
人
の
立
場
に
あ
り
、
且
つ
、
共

同
相
続
財
産
の
多
数
者
が
構
成
員
で
あ
る
Ｙ
会
社
と
の
間
で
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
存
続
期
間
及
び
解
除
条

件
に
関
す
る
特
約
を
締
結
し
た
た
麺
、
Ｘ
が
、
当
該
特
約
の
無
効
を
主
張
し
た
、
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
共
同
相
続
財
産
の
多
数
者

可
能
性
を
完
全
に
奪
い
、
結
果
的
に
、
少
数
持
分
権
者
の
権
利
を
持
分
割
合
以
上
に
制
限
す
る
た
め
、
持
分
権
者
の
平
等
的
取
扱
い
に

（
Ⅲ
）

反
す
る
、
と
主
張
す
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、
当
該
持
分
割
ム
ロ
の
共
有
物
の
管
理
方
法
は
、
多
数
決
で
は
な
く
、
全
員
一
致
の
〈
ロ
意

（
七
四
四
条
一
項
）
又
は
裁
判
所
に
よ
る
判
断
（
七
四
五
条
二
項
）
に
基
づ
く
べ
き
、
と
も
い
わ
れ
て
い
麺
。

し
か
し
、
特
に
、
近
年
の
学
説
は
、
当
該
持
分
割
合
の
共
有
物
に
多
数
決
に
よ
る
管
理
を
用
い
る
こ
と
を
概
ね
容
認
す
麺
。
も
っ
と

も
、
そ
の
多
く
は
、
少
数
持
分
権
者
を
保
護
す
る
具
体
的
な
提
案
と
共
に
認
め
て
い
る
。
こ
の
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
述
す

る
０
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は
、
逝
産
の
管
理
を
目
的
と
す
る
通
常
の
処
置
と
し
て
決
定
を
行
っ
た
場
合
、
否
決
し
た
少
数
者
の
協
力
な
し
に
、
有
効
に
逝
産
共
同

（
〃
）

（
肥
）

体
の
決
定
を
実
行
し
う
る
、
と
判
示
し
た
。
こ
の
理
解
は
、
裁
判
例
［
１
］
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
七
四
五
条
一
項
の
多
数
決
に
よ
り
、
多
数
者
が
、
否
決
し
た
少
数
者
を
対
外
的
に

代
理
し
得
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
右
の
裁
判
例
［
１
］
は
、
多
数
者
に
少
数
者
か
ら
の
黙
示
の
法
定
代
理
権

付
与
を
認
定
し
て
い
麺
。
ま
た
、
裁
判
例
［
２
］
は
、
多
数
決
に
よ
り
、
多
数
者
は
、
団
体
を
代
表
す
る
権
利
を
取
得
す
る
の
で
あ
り
、

反
面
、
多
数
決
を
経
る
こ
と
な
く
、
第
三
者
と
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
法
律
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
一
七
七
条
以
下
の
無
権
代

し
か
し
、
他
方
で
、
多
数
決
に
基
づ
い
て
、
多
数
者
が
、
第
三
者
と
当
該
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
は
、
否
決
し
た
少
数
者
の
代
理

権
を
要
す
る
、
と
主
張
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
当
該
多
数
決
は
、
共
有
者
間
の
対
内
的
な
効
力
の
み
を
付
与
す
る
も
の
で

あ
り
、
対
外
的
な
効
力
を
有
す
る
に
は
、
一
六
四
条
以
下
の
代
理
一
般
の
規
定
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
右
の
判
例
や
支
配
的
見

解
で
は
、
少
数
者
の
利
益
が
、
共
有
物
の
管
理
に
お
い
て
十
分
に
顧
慮
さ
れ
な
い
危
険
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
特
に
、
ユ
ー
リ

ヒ
ャ
ー
（
盲
］
】
●
す
の
［
）
は
、
管
理
に
関
す
る
多
数
決
の
効
力
を
対
内
的
な
も
の
と
限
定
し
、
多
数
決
に
基
づ
き
対
外
的
に
法
律
行
為
を

行
っ
た
多
数
者
は
、
多
数
決
を
否
決
し
た
少
数
者
の
代
理
権
を
当
然
有
し
な
い
と
し
て
も
、
当
該
法
律
行
為
の
相
手
方
は
、
無
権
代
理

の
規
定
二
七
九
条
）
に
よ
り
、
損
害
賠
償
又
は
履
行
を
多
数
者
に
請
求
し
得
る
た
め
、
相
手
方
保
護
に
欠
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

し
て
い
る
。
通
常
の
管
理
の
枠
内
で
、
多
甥（
ｍ
）

理
が
容
易
に
な
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

反
面
、
多
数
決
を
経
る
こ
と
な
く
、
第
一
一（
釦
）

理
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

支
配
的
見
解
も
、
同
様
に
、
多
数
決
に
基
づ
い
て
、
多
数
者
は
、
否
決
し
た
少
数
者
を
代
理
し
て
第
三
者
と
共
有
物
の
管
理
に
関
す

る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
否
決
し
た
少
数
者
の
協
力
を
要
し
な
い
、
と
い
う
立
場
を
採
用

し
て
い
る
。
通
常
の
管
理
の
枠
内
で
、
多
数
決
を
根
拠
と
し
て
、
多
数
者
に
否
決
し
た
少
数
者
の
代
理
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
管
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③
少
数
者
保
護
の
方
法

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
及
び
学
説
は
、
若
干
の
異
論
は
あ
る
も
の
の
、
七
四
五
条
一
項
の
多
数
決
に
基
づ
く
対
外
的
な

管
理
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
具
体
的
な
少
数
者
保
護
の
方
法
も
考
察
し
て
い
る
。
更
に
言
え
ば
、
七
四
五
条
一
項
の
立

法
段
階
に
お
い
て
も
、
多
数
決
に
基
づ
く
管
理
と
共
に
、
少
数
者
の
保
護
を
図
る
必
要
性
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。
右
の
必
要
性
に
は
、

持
分
権
者
の
裁
判
所
へ
の
管
理
請
求
権
（
七
四
五
条
二
項
）
及
び
分
割
請
求
権
の
行
使
（
七
四
九
条
一
項
）
に
よ
る
対
応
を
予
定
し
て

い
た
。
学
説
で
は
、
当
該
多
数
決
を
行
う
に
あ
た
り
、
少
数
者
へ
の
聴
聞
の
必
要
性
を
主
張
す
る
見
解
が
多
麿
。
つ
ま
り
、
聴
聞
を
経

（
郵
）

な
い
多
数
決
に
よ
り
共
有
財
産
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
、
多
数
者
は
、
少
数
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
な
お
、
聴
聞
の
必
要
性
の
根
拠
と
し
て
は
、
七
四
四
条
一
項
の
共
同
管
理
の
規
定
及
び
信
義
誠
実
の
規
定
（
二
四
二
条
）
が
挙
げ

ら
れ
て
い
蕊
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
少
数
者
保
護
の
方
法
は
、
（
１
）
の
よ
う
な
共
有
に
つ
い
て
も
提
唱
さ
れ
て
い
麺
。

し
か
し
、
裁
判
例
［
１
］
［
２
］
は
、
右
の
聴
聞
の
必
要
性
を
否
定
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
多
数
者
と
取
引
を
し
た
第
三
者
は
、

多
数
者
に
よ
る
少
数
者
へ
の
聴
聞
の
有
無
に
つ
い
て
知
り
得
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
蕊
。
し
か
し
、
同
時
に
、
裁
判
例
［
１
］
［
２
］

は
、
学
説
と
同
様
、
聴
聞
の
な
い
多
数
決
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
多
数
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
、
及
び
分
割
請
求
権
が

排
除
さ
れ
て
い
る
共
有
物
に
つ
い
て
も
、
七
四
九
条
二
項
の
事
由
を
認
定
し
、
少
数
者
に
分
割
請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

（
理
）

と
主
張
す
る
。
．
ま
た
、
フ
ル
ー
メ
（
国
巨
曰
の
）
も
、
七
四
四
条
二
項
の
行
為
及
び
七
四
五
条
一
項
の
決
定
が
対
外
的
な
効
力
を
有
す
る

こ
と
を
認
め
る
が
、
多
数
者
に
否
決
し
た
少
数
者
を
代
理
す
る
権
利
は
認
め
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
特
に
、
債
務
法
上
の
法
律
行

為
に
つ
い
て
、
多
数
者
に
否
決
し
た
少
数
者
の
代
理
権
を
付
与
す
る
と
、
各
持
分
権
者
に
無
限
責
任
を
課
す
る
こ
と
と
な
り
、
七
四
八

条
に
反
す
る
と
述
べ
て
い
蕊
。

慰鈩
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２
共
有
物
に
関
す
る
規
律
の
拘
束
力

Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
七
四
六
条
に
よ
り
、
共
有
物
の
管
理
規
律
が
持
分
の
特
定
承
継
人
を
拘
束
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
但
し
、
共
有
不

動
産
に
お
け
る
右
の
拘
束
力
は
、
一
○
一
○
条
一
項
に
よ
り
、
登
記
を
要
件
と
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
後
に
生
じ
た
特
定
承
継
人

の
権
利
内
容
に
関
す
る
争
訟
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
得
る
。
ま
ず
、
七
四
六
条
に
よ
り
、
特
定
承
継
人
を
拘
束
し
得
る
規
律
の
内
容

で
あ
る
。
実
際
の
争
訟
で
は
、
⑭
共
有
物
の
分
割
に
関
す
る
規
律
の
拘
束
力
が
争
わ
れ
た
。
ま
た
、
共
有
不
動
産
に
関
す
る
規
律
を
特

定
承
継
人
に
及
ぼ
す
た
め
に
必
要
な
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
事
項
が
問
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
②
管
理
費
用
に
関
す

る
規
律
、
③
多
数
決
に
よ
る
管
理
の
規
律
及
び
判
決
に
よ
る
調
整
は
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
が
可
能
か
、
と
い
う
形
で
現
わ
れ

た
。
さ
ら
に
、
側
七
四
六
条
の
拘
束
力
を
及
ぼ
す
た
め
に
一
○
’
○
条
一
項
の
登
記
を
要
す
る
特
定
承
継
人
の
範
囲
も
問
題
と
な
っ
て

多
数
決
に
よ
る
管
理
と
少
数
者
の
保
護
と
い
う
問
題
は
、
立
法
後
も
、
裁
判
例
及
び
学
説
に
よ
り
、
引
続
き
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
問
題
は
、
実
際
の
争
訟
で
は
、
多
数
決
に
基
づ
き
多
数
者
と
第
三
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
共
有
物
の
賃
貸
借
契
約
へ
の
少
数
者
か

ら
の
異
議
、
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
が
、
裁
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
管
理
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
裁
判
例
及
び

学
説
は
、
少
数
者
保
護
の
方
法
と
し
て
、
少
数
者
へ
の
聴
聞
の
な
い
多
数
決
に
よ
り
、
少
数
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
少

（
釦
）

数
者
へ
の
損
害
賠
償
、
あ
る
い
は
、
共
有
物
の
分
割
に
よ
る
対
応
を
予
定
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
は
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
つ
い
て
、

右
の
よ
う
な
形
で
少
数
者
の
保
護
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
る
。

【
分
析
】
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川
共
有
物
の
分
割
に
関
す
る
規
律
の
拘
束
力

共
有
物
の
分
割
に
関
す
る
規
律
は
、
七
四
六
条
の
適
用
に
よ
り
、
持
分
の
特
定
承
継
人
を
も
拘
束
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
は
、

こ
の
問
題
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
［
３
］
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
七
○
年
二
月
二
七
日
決
定
は
、
七
四

六
条
は
、
物
権
法
定
主
義
の
例
外
的
規
定
と
い
う
性
質
を
有
す
る
た
め
、
厳
格
な
適
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
共
有
物
の
分

（
訓
）

割
に
関
す
る
規
律
は
、
共
有
関
係
の
存
続
保
護
と
い
う
同
条
の
目
的
に
該
当
し
な
い
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
本
件
で

問
題
と
な
っ
た
共
有
不
動
産
の
分
割
に
関
す
る
規
律
と
は
、
分
割
方
法
と
し
て
現
物
分
割
を
採
用
す
る
こ
と
、
及
び
分
割
の
際
に
取
得

（
錘
）

す
る
箇
所
の
取
決
め
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

原
告
は
、
分
割
に
関
す
る
規
律
の
特
定
承
継
人
へ
の
拘
束
力
を
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
共
有
関
係
の
存
続
中
に
行
っ

た
当
該
取
決
め
は
、
共
有
物
の
管
理
事
項
に
該
当
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
裁
判
所
は
、
「
共
有
不
動
産
の
競
売
に
よ
る
収
益
が
一
定
額

を
上
回
る
場
合
に
の
み
、
競
売
に
よ
る
分
割
を
通
じ
て
、
共
同
関
係
を
解
消
す
る
」
と
い
う
内
容
の
規
律
に
つ
い
て
、
特
定
承
継
人
へ

（
銅
）

の
拘
束
力
を
容
認
し
て
い
る
裁
判
例
を
挙
げ
た
。

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
第
一
点
目
の
主
張
に
対
し
て
、
七
四
六
条
は
、
七
四
七
条
に
よ
る
持
分
処
分
の
自
由
を
容
認
す
る
と
同
時
に
、

従
来
の
共
有
関
係
を
保
護
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
り
、
こ
の
趣
旨
は
、
分
割
段
階
に
つ
い
て
の
当
該
規
律
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
し

た
。
さ
ら
に
、
第
二
点
目
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
引
合
い
に
出
し
た
裁
判
例
の
規
律
は
、
共
有
物
の
分
割
開
始
時
点
に
つ
い
て
の
も
の

で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
分
割
方
法
に
関
す
る
規
律
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
。

他
方
、
こ
の
分
割
に
関
す
る
規
律
は
、
共
有
物
の
不
分
割
に
関
す
る
規
律
に
特
定
承
継
人
へ
の
拘
束
力
を
付
与
し
た
七
五
一
条
を
根

拠
に
、
特
定
承
継
人
に
及
ぶ
こ
と
を
認
め
得
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
［
４
］
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
七
六

年
八
月
三
日
判
決
は
、
否
定
し
て
い
る
。
分
割
に
関
す
る
規
律
は
、
七
五
一
条
が
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
い
う
理
由
で
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
上
記
の
よ
う
な
共
有
不
動
産
の
分
割
契
約
は
当
事
者
間
に
お
い
て
の
み
有
効
で
あ
る
と
解
し
、
裁

判
所
の
結
論
を
支
持
し
て
い
麺
。

②
管
理
費
用
に
関
す
る
規
律
の
拘
束
力

共
有
物
の
管
理
に
要
し
た
費
用
は
、
本
来
、
七
四
八
条
に
よ
り
、
各
持
分
権
が
持
分
割
合
に
応
じ
て
負
担
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
同
条
は
任
意
規
定
で
あ
る
た
め
、
持
分
権
者
間
に
お
い
て
、
共
有
物
の
管
理
費
用
の
負
担
に
関
す
る
規
律
を
形
成
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
当
該
規
律
は
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

当
初
、
［
５
］
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
七
三
年
一
一
月
一
九
日
決
定
は
、
持
分
権
者
の
一
人
が
共
有
地
の
公
課
等
維
持
費
用
を

負
担
す
る
旨
の
取
決
め
に
つ
い
て
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
が
可
能
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
同
条
は
、
文
言
上
七
四
八
条
を

対
象
と
し
て
お
ら
ず
、
物
権
法
定
主
義
の
例
外
的
規
定
で
あ
る
た
め
、
拡
張
し
て
解
釈
す
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
理
由
よ
り
否
定
し

瘤
←
裁
判
例
［
５
］
は
、
共
有
地
に
関
す
る
費
用
負
担
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
を
認
め
ず
、
し
た
が
っ
て
、

（
説
》

特
定
承
継
人
へ
の
拘
束
力
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
［
６
］
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
九
二
年
一
一
月
三
○
日
決
定
は
、
「
持
分
権
者
、
持
分
権
者
の
家
族
、

あ
る
い
は
そ
の
来
客
に
よ
る
不
適
切
な
行
動
に
よ
り
、
共
有
不
動
産
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
除
去
費
用
は
、
当
該
持
分
権

者
が
負
担
す
る
」
と
い
う
内
容
の
取
決
め
に
つ
い
て
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
の
可
否
が
問
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
裁
判
例
［
５
］

と
は
反
対
に
、
七
四
八
条
と
異
な
る
共
有
地
の
負
担
及
び
費
用
償
還
に
関
す
る
取
決
め
は
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
可
能
と
い
う
見

（
羽
》

解
を
示
し
た
。
目
的
物
の
利
用
あ
る
い
は
管
理
と
費
用
負
担
の
密
接
な
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
前
者
の
み
、
登
記
に
よ
り
、
特
定
承
継

人
へ
の
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
律
上
の
趣
旨
や
目
的
に
反
す
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
蕊
。
も
っ
と
も
、
裁
判
例
［
６
］
は
、
上

（
刺
）

と
の
ヲ
勾
○
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記
の
よ
う
な
一
般
論
を
示
す
一
方
で
、
当
該
事
案
の
取
決
め
は
、
七
四
八
条
が
前
提
と
す
る
費
用
負
担
の
取
決
め
で
は
な
く
、
人
的
責

任
の
取
決
め
で
あ
り
、
’
○
一
○
条
一
項
の
登
記
の
枠
を
超
え
る
と
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
を
否
定
す
る
学
説
は
、
専
ら
裁
判
例
［
５
］
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
麺
。
な
お
、

裁
判
例
［
６
］
が
出
さ
れ
た
後
も
、
裁
判
例
［
５
］
を
支
持
す
る
見
解
が
多
魎
）
。
ま
た
、
裁
判
例
［
６
］
の
理
由
に
加
え
て
、
費
用
負

担
の
取
決
め
を
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
事
項
と
し
な
い
と
し
て
も
、
共
有
物
の
管
理
や
使
用
の
配
分
と
共
に
登
記
し
得
る
と
す
れ
ば

（
蛇
》

足
り
る
、
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
他
方
、
裁
判
例
［
６
］
に
基
づ
い
て
、
登
記
を
肯
定
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
肯
定
説

は
、
登
記
を
容
認
す
る
理
由
と
し
て
、
管
理
調
整
は
、
費
用
の
負
担
関
係
が
明
白
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
実
際
に
は
、
決
定
し
た
収
益
権

に
費
用
負
担
の
面
で
異
議
が
出
さ
れ
る
た
め
、
共
有
関
係
の
解
消
に
向
か
う
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
蕊
。
ま
た
、
当
該
取
決
め
の

（
帆
）

登
記
が
不
可
能
と
す
る
と
、
素
人
は
、
登
記
状
況
か
ら
こ
の
点
を
推
測
す
る
と
い
う
困
難
を
強
い
ら
れ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

③
七
四
五
条
一
項
及
び
二
項
の
規
律
の
拘
束
力

裁
判
例
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
学
説
は
、
共
有
不
動
産
の
管
理
に
関
す
る
多
数
決
（
七
四
五
条
一
項
）
、
あ
る
い
は
、
持
分
権
者

か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
裁
判
所
が
定
め
た
共
有
物
の
管
理
規
律
（
七
四
五
条
二
項
）
は
、
特
定
承
継
人
に
効
力
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
一

○
一
○
条
一
項
の
登
記
を
要
す
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
肯
定
説
が
有
力
で

あ
る
も
の
庭
、
学
説
の
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
肯
定
説
は
、
実
務
上
の
必
要
性
や
不
動
産
登
記
制
度
と
の
調
和
を
図
る
と
い
う
一

○
’
○
条
一
項
の
規
範
目
的
を
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
麺
・
他
方
、
否
定
説
は
、
当
該
規
律
は
、
通
常
の
共
同
権
の
内
容
で
あ
り
、

従
っ
て
、
特
定
承
認
人
は
、
共
有
関
係
に
入
っ
た
後
に
、
多
数
決
や
別
の
裁
判
上
の
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
施
、
と
か
、
当
該
規

律
は
、
持
分
権
の
物
権
的
な
権
利
内
容
を
全
く
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
持
分
の
負
担
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
は
不
適
切
、
と
主

（
化
）

張
Ｉ
し
て
い
る
。
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な
お
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
を
要
す
る
特
定
承
継
人
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
裁
判
例
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
持
分
権
の
特
定

承
継
人
で
は
な
く
、
持
分
権
者
の
債
権
者
に
七
四
六
条
の
効
力
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
’
○
一
○
条
一
項
の
登
記
を
要
す
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
当
初
、
［
７
］
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
九
一
六
年
三
月
一
日
判
決
は
、
Ａ
Ｂ
に
よ
り
共
有
さ
れ
て
い
る
住
宅
の
質
料
債

権
が
、
Ｘ
の
強
制
管
理
下
に
あ
る
も
の
の
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
を
備
え
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
Ａ
の
債
権
者
Ｙ
が
、
当
該

質
料
債
権
を
差
押
え
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、
原
審
が
、
同
条
の
登
記
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
、
Ｘ
に
よ
る
質
料
債
権
の
強
制
管
理

に
Ｙ
へ
の
対
抗
力
を
否
定
し
た
の
と
は
反
対
に
、
同
条
の
登
記
は
、
持
分
権
の
特
定
承
継
人
を
拘
束
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
共
有

者
の
債
権
者
や
共
有
者
の
質
料
債
権
へ
の
仮
担
保
の
設
定
を
通
じ
て
こ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
者
を
拘
束
す
る
た
め
に
要
す
る
も
の

（
⑬
）

で
は
な
い
、
と
い
う
理
由
よ
り
、
同
条
の
登
記
の
な
い
Ｘ
に
よ
る
質
料
の
強
制
管
理
を
Ｙ
に
主
張
し
得
る
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
［
８
］
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
五
七
年
六
月
二
八
日
判
決
は
、
Ａ
Ｙ
夫
婦
が
、
Ａ
が
賃
料
を

全
額
取
得
す
る
合
意
の
下
で
、
共
有
不
動
産
を
賃
貸
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
、
第
三
者
Ｘ
に
対
し
て
、
当
該
質
料
債
権
の
二
分
の
一

を
被
担
保
償
権
と
す
る
担
保
契
約
を
設
定
し
た
が
、
こ
れ
が
実
行
を
受
け
た
た
め
、
Ｘ
が
、
質
料
債
権
の
取
得
を
主
張
し
た
、
と
い
う

事
案
に
つ
い
て
、
一
○
一
○
条
一
項
の
目
的
は
、
管
理
規
律
へ
の
対
外
的
な
明
確
性
付
与
と
第
三
取
得
者
の
保
護
に
あ
り
、
当
該
保
護

の
必
要
性
は
、
共
有
物
の
賃
料
請
求
権
の
取
得
者
も
同
様
、
と
い
う
理
由
よ
り
、
持
分
権
者
に
よ
る
共
有
地
の
質
料
に
関
す
る
取
決
め

（
釦
》

を
持
分
権
者
の
担
保
権
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
同
条
の
登
記
が
必
要
と
解
し
た
。
な
お
、
裁
判
例
［
８
］
は
、
裁
判
例
［
７
］
の
見

解
に
対
し
て
、
七
四
六
条
の
「
特
定
承
継
人
」
は
、
共
有
持
分
権
の
特
定
承
継
人
の
み
な
ら
ず
、
持
分
権
者
の
請
求
権
に
担
保
を
付
し

て
い
る
担
保
権
者
及
び
差
押
質
権
者
も
包
含
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
又
一
○
一
○
条
一
項
の
表
現
か
ら
も
、
反
対
の
解
釈
を
導
く
こ
と
は

で
き
ず
、
同
条
の
不
当
な
制
限
で
あ
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。

㈹
特
定
承
継
人
の
範
囲

な
お
、
一
○
一
○
条
一
項

承
継
人
で
は
な
く
、
持
分
権

題
で
あ
る
。
当
初
、
［
７
］
一
一
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学
脱
に
お
い
て
も
,
こ
の
間
題
に
関
す
る
見
解
が

表

し
て
い
な
は
)O
な
お
,
[7
]
判
決
と
同
様
二

0
1
0
粂

1
項
の
登
記
の

必
要
性
を
否
定
す
る
見
解
の
中
に
は
'
共
有
物
に
関
す
る
規
律
は
､
持
分
権
者
の
債
権
者
に
対
し
て
'
七
四
六
条
で
は
な
-
四

〇
四
条

に
よ
り
主
張
し
う
る
,
と
指
摘
す
る
も
の
も
あ
tS

･

【分
析
】

以
上
の
裁
判
例
で
は
'
七
四
六
条
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
'
共
有
関
係
の
存
続
を
否
定
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
｡

例
え
ば
'
共
有
物
に
関
す
る
費
用
負
担
の
規
律
に
つ
い
て
も
'
管
理
に
関
す
る
規
律
が
特
定
承
継
人
を
拘
束
す
る
点
を
考
慮
し
た
上
で
'

適
用
を
認
め
て
い
る
｡
ま
た
'
持
分
稚
者
の
債
権
者
に
対
し
て
も
'
七
四
六
条
の
拘
束
力
を
骨
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
と
同
時

に
'
裁
判
所
は
'
共
有
物
の
分
割
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
は
'
七
四
六
条
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
｡
七
四
六
条
は
'
共
有
関
係
存

続
の
た
め
の
規
定
で
あ
り
'
共
有
物
の
分
割
契
約
は
'
こ
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
t
と
い
う
理
由
で
あ
る
｡
以
上
の
裁
判
例
を
ま
と
め

る
と
'
故
判
所
は
'
七
四
六
条
及
び

一
〇
一
〇
粂

一
項
の
運
用
に
よ
り
'
共
有
関
係
の
存
続
保
護
を
図
る
も
の
の
､
同
時
に
'
共
有
物

の
分
割
を
困
難
と
す
る
よ
う
な
適
用
は
認
め
て
い
な
い
'
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

3

約
定
先
買
権
の
取
扱
い

冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
t
B
G
B
の
制
定
過
程
で
は
'
共
有
関
係
の
存
続
保
護
を
図
る
た
め
に
､
共
有
者
の

1
人
に
よ
る
持
分

処
分
の
際
に
､
他
の
共
有
者
に
法
定
先
買
権
を
付
与
す
る
か
否
か
が
談
論
さ
れ
た
｡
結
果
的
に
'
共
有
者
の
法
定
先
買
権
は
否
定
さ
れ

た
が
'
他
方
'
起
草
段
階
で
は
､
共
有
者
に
よ
る
持
分
権
へ
の
約
定
先
買
権
の
設
定
を
容
認
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
'
共
有
不
動
産
の
約

定
先
買
権
に
関
す
る
争
訟
に
日
を
向
け
る
と
t

m共
有
地
の
先
買
権
者
で
あ
る
第
三
者
と
共
有
地
を
取
得
し
た
持
分
構
音
､

似持
分
椎

の
先
買
権
者
で
あ
る
第
三
者
と
共
有
地
を
取
得
し
た
持
分
権
者
'

㈱共
有
者
相
互
間
に
お
い
て
約
定
先
買
権
の
設
定
を
し
た
持
分
構
音
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本
件
第
一
審
は
、
当
該
先
買
権
行
使
を
容
認
し
た
も
の
の
、
裁
判
例
［
９
］
は
、
先
買
権
行
使
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
五
○
四
条

は
、
第
三
者
へ
の
目
的
物
の
売
却
を
前
提
と
し
て
お
り
、
土
地
の
共
同
関
係
を
廃
止
す
る
目
的
で
一
部
の
共
有
者
が
競
落
し
た
場
合
を

予
定
し
て
い
な
い
た
め
、
当
事
者
間
に
先
買
権
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
約
が
存
在
し
、
且
つ
、
そ
れ
が
登
記
に
よ
り
公
示
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
い
て
、
先
買
権
を
有
す
る
第
三
者
か
ら
の
権
利
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
判
断
は
、
先
買
権
に
関
す
る
立
法
者
意
思
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
七
四
七
条
に
よ
り
、
持
分
処
分

の
自
由
を
認
め
る
と
共
に
、
各
持
分
権
者
の
法
定
先
買
権
を
予
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
持
分
権
者
相
互
を
第
三
者
と
す
る
こ
と

を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
裁
判
例
［
９
］
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
、
共
有
地
を
一
部
の
共
有
者
に
売
却
す
る

場
合
に
は
、
当
該
共
有
者
は
五
○
四
条
以
下
の
予
定
す
る
第
三
者
と
は
解
さ
れ
て
な
い
た
め
、
先
買
権
者
の
権
利
行
使
は
認
め
ら
れ
ず
、

こ
の
こ
と
は
、
本
件
の
よ
う
な
共
有
関
係
廃
止
の
た
め
の
競
売
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
例
［
９
］

〈
則
）

う
到
り
の
で
あ
る
。

と
共
有
地
の
第
三
取
得
者
の
問
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

、
共
有
地
の
先
買
権
者
で
あ
る
第
三
者
と
共
有
地
を
取
得
し
た
持
分
権
者

共
有
者
全
員
が
自
己
の
持
分
権
に
つ
い
て
第
三
者
Ｘ
に
先
買
権
を
設
定
し
た
後
に
、
一
部
の
持
分
権
者
Ｙ
Ｙ
が
土
地
全
体
を
取
得

し
た
場
合
、
Ｘ
は
、
先
買
権
の
行
使
に
よ
り
、
当
該
土
地
を
取
得
し
得
る
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
し
た
裁
判
例
が
、
［
９
］
連

（
国
）

邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
四
年
四
月
二
一
二
日
判
決
で
あ
る
。
本
件
事
案
は
、
共
有
地
の
持
分
権
者
で
あ
る
Ｙ
夫
婦
と
Ａ
（
各
々
持
分
三
分

の
二
が
、
自
己
の
持
分
権
に
つ
い
て
、
Ｘ
に
対
し
て
、
物
権
的
先
買
権
〈
一
○
九
四
条
）
を
設
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
共
有
関
係
解

消
の
目
的
で
当
該
共
有
地
が
強
制
競
売
に
付
さ
れ
た
た
め
、
Ｙ
夫
婦
が
、
先
買
権
を
維
持
す
る
と
い
う
条
件
の
下
で
、
各
二
分
の
一
の

持
分
割
合
で
競
落
し
、
さ
ら
に
、
Ｘ
が
、
先
買
権
を
根
拠
に
、
土
地
の
返
還
及
び
不
動
産
登
記
簿
へ
の
移
転
登
記
を
請
求
し
た
、
と
い
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は
、
本
件
共
有
地
が
第
三
者
に
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
Ｘ
に
よ
る
先
買
権
の
行
使
を
容
認
す
る
見
解
も
併
せ
て
示
し
て
い
る
。

〈
弱
）

学
説
は
、
こ
の
裁
判
例
［
９
］
を
概
ね
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
［
９
］
に
お
け
る
五
○
四
条
の
「
第
三
者
」
の
解
釈
に

つ
い
て
、
若
干
の
異
論
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
五
○
四
条
以
下
の
先
買
権
の
規
定
が
予
定
し
て
い
る
第
三
者
と
は
、
七
四
一

条
以
下
の
「
共
同
」
の
規
定
に
お
け
る
第
三
者
が
持
分
権
者
以
外
の
者
で
あ
る
よ
う
に
、
先
買
権
者
と
先
買
義
務
者
以
外
の
者
を
指
す

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
故
に
共
同
関
係
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
他
の
権
利
関
係
に
お
い
て
は
第
三
者
と
な
り
得
る
、
と
い

（
銃
）

う
主
張
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
裁
判
例
［
９
］
の
よ
う
に
先
買
権
を
設
定
し
た
共
有
地
を
持
分
権
者
の
一
人
が
取
得
し
た
場

合
に
も
先
買
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
学
説
の
な
か
に
は
、
後
述
す
る
③
の
先
買
権
行
使
を
認
め
な
い
理

（
駒
）

由
が
、
当
該
事
案
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
持
分
権
者
Ｙ
を
五
○
四
条
の
第
三
者
と
見
な
す
見
解
も
存
在
す
る
。

②
持
分
権
の
先
買
権
者
で
あ
る
第
三
者
と
共
有
地
を
取
得
し
た
持
分
権
者

共
有
者
の
一
人
で
あ
る
Ａ
が
、
自
己
の
土
地
持
分
権
に
第
三
者
Ｘ
の
た
め
に
先
買
権
を
設
定
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
持
分
権
を
含
む
土

地
全
体
が
、
他
の
持
分
権
者
Ｙ
に
移
転
し
た
場
合
に
は
、
Ｘ
に
よ
る
先
買
権
行
使
は
可
能
か
。
［
、
］
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
七
年

（
鋤
）

四
月
一
一
八
日
判
決
は
、
こ
の
問
題
に
判
断
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
案
は
、
Ｙ
及
び
合
資
会
社
Ｆ
（
Ｘ
Ａ
夫
婦
の
み
を
構
成
員
と
す
る
）

が
道
路
を
共
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
共
有
者
間
で
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
た
め
、
Ｆ
会
社
が
Ｘ
に
自
己
の
持
分
権
に
つ
い
て
先
買
権
設

定
し
た
が
、
そ
の
後
、
共
有
関
係
解
消
の
目
的
で
当
該
道
路
に
つ
い
て
競
売
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
Ｙ
が
競
落
し
た
た
め
、
Ｘ
が
先

買
権
を
行
使
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
審
は
、
本
件
事
案
の
よ
う
に
、
か
つ
て
の
持
分
権
者
Ｙ
が
、
共
有
関
係
解
消
を
目
的
と

し
た
競
売
を
通
じ
て
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
Ｘ
が
先
買
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
特
に
否
定
し
な
か
っ
た
。

裁
判
例
［
Ⅲ
］
は
、
本
件
事
案
に
お
い
て
、
Ｘ
の
先
買
権
行
使
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
本
件
事
案
は
、
持
分
権

者
の
一
人
が
共
有
地
を
競
落
し
た
点
で
は
、
裁
判
例
［
９
］
の
事
案
と
共
通
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
Ｙ
が
、
五
○
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学
説
は
、
裁
判
例
［
四
の
見
解
も
支
持
し
て
い
麺
・
さ
ら
に
、
学
説
は
、
先
買
権
行
使
に
よ
り
共
有
関
係
を
維
持
す
る
利
益
が
持

（
“
）

分
権
者
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先
買
椛
者
は
、
’
一
四
一
一
条
を
通
じ
て
保
護
さ
れ
る
と
付
言
す
る
。

③
共
有
者
相
互
間
に
約
定
先
買
権
の
設
定
を
し
た
持
分
権
者
と
共
有
地
の
第
三
取
得
者

持
分
権
者
Ｘ
Ａ
が
各
々
自
己
の
土
地
持
分
権
に
相
互
に
先
買
権
を
設
定
し
た
と
こ
ろ
、
土
地
全
体
が
第
三
者
Ｙ
に
移
転
し
た
場
合
、

持
分
権
者
Ｘ
は
、
Ａ
の
持
分
に
設
定
し
た
先
買
権
を
行
使
し
得
る
か
否
か
。
［
、
］
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
四
年
七
月
三
日
判
決
は
、

こ
の
問
題
に
判
断
を
示
し
て
い
蕊
・
本
件
事
案
は
、
土
地
の
持
分
権
者
間
に
お
い
て
、
持
分
権
が
第
三
者
に
売
却
さ
れ
た
場
合
に
備
え

て
、
相
互
に
自
己
の
持
分
権
に
物
権
的
先
買
権
を
設
定
す
る
と
い
う
内
容
の
契
約
を
締
結
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
共
有
不
動
産
の
管
理
人

的
立
場
に
あ
る
持
分
権
者
Ａ
が
第
三
者
Ｙ
と
の
間
で
共
有
不
動
産
の
売
買
契
約
を
締
結
し
、
持
分
権
者
Ｘ
を
除
く
他
の
持
分
権
者
は
こ

の
売
買
契
約
を
承
認
し
た
た
め
、
Ｘ
が
、
右
の
共
有
者
間
の
契
約
を
根
拠
と
し
て
、
先
買
権
を
行
使
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁

判
例
［
、
］
は
、
こ
の
事
案
に
対
し
て
、
共
有
者
が
相
互
に
先
買
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
は
、
（
持
分
権
で
は
な
く
）
土
地
全
体
が

第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
の
先
買
権
行
使
を
予
定
し
て
い
る
と
い
う
経
験
則
は
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
よ
り
、
先
買
権
行
使
を
否

四
条
の
第
三
者
に
該
当
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
例
［
、
］
は
、
本
件
の
よ
う
に
、
持
分
権
者
の

一
人
が
、
先
買
権
が
付
与
さ
れ
た
持
分
権
を
含
む
共
有
地
を
競
落
し
た
際
に
、
第
三
者
か
ら
の
先
買
権
行
使
を
認
め
た
場
合
、
従
来
の

持
分
権
者
で
あ
っ
た
競
落
人
は
、
再
び
新
た
な
共
有
関
係
に
入
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
、
さ
ら
に
、
先
買
権
行
使
を
通
じ
て
共
有
関
係
に

入
っ
た
持
分
権
者
が
、
再
度
先
買
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
永
久
に
共
有
関
係
の
廃
止
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
共
有
者
全
員
の
合
意
を
通
じ
て
の
み
、
分
割
請
求
権
の
永
久
排
除
を
認
め
る
七
四
九
条
二
項
、
及
び
共
有
関

係
廃
止
の
た
め
の
競
売
を
通
じ
て
持
分
権
者
に
単
独
所
有
者
と
な
る
機
会
を
付
与
し
た
Ｚ
Ｖ
Ｇ
一
八
○
条
の
趣
旨
に
明
ら
か
に
反
す
る

（
弱
）

と
指
摘
す
る
の
で
あ
プ
③
。
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定
し
た
。
こ
れ
は
、
持
分
権
者
相
互
間
に
お
け
る
先
買
権
の
設
定
は
、
持
分
処
分
に
よ
り
共
有
者
が
交
代
す
る
場
合
に
は
、
可
能
な
限

り
信
用
で
き
る
第
三
者
を
共
有
関
係
に
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
有
地
全
体
が
売
却
さ
れ
た
場
合
に
ま
で
先
買
権

，
行
使
を
認
め
る
も
の
と
解
し
得
な
い
、
と
い
う
原
審
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
従
来
の
判
例
学
説
が
、
共
有
地
全

体
の
売
却
を
個
々
の
持
分
権
の
売
却
と
解
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
裁
判
例
［
ｕ
］
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
共
有
者
間

の
契
約
か
ら
先
買
権
行
使
を
容
認
す
る
意
図
を
推
認
し
得
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
学
説
は
、
裁
判
例
［
ｕ
］
の
結
論
を
支
持

（
釦
）

し
て
い
る
。

立
法
者
に
よ
り
、
持
分
権
へ
の
約
定
先
買
権
の
設
定
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
裁
判
所
は
、
約
定
先
買
権
を
め
ぐ
る
争
訟
で

は
、
約
定
先
買
権
の
設
定
目
的
や
行
使
効
果
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
行
使
の
可
否
を
慎
重
に
判
断
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ま
ず
、
裁

判
例
［
Ⅲ
］
で
は
、
先
貿
権
行
使
は
、
自
由
な
共
有
物
分
割
を
妨
げ
る
結
果
と
な
る
、
と
い
う
理
由
よ
り
、
認
め
な
い
。
ま
た
、
裁
判

例
［
、
］
は
、
共
有
者
相
互
間
の
先
貿
権
設
定
の
意
図
を
分
析
し
た
上
で
、
共
有
不
動
産
を
取
得
し
た
第
三
者
へ
の
先
買
権
行
使
を
否

定
し
て
い
る
。
な
お
、
実
際
の
争
訟
で
は
、
裁
判
例
［
９
］
［
、
］
の
よ
う
に
、
共
有
関
係
廃
止
を
目
的
と
し
た
競
売
が
行
わ
れ
た
際

に
約
定
先
買
権
の
行
使
が
争
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
裁
判
所
は
、
一
部
の
共
有
者
に
よ
り
共
有
物
が
競
落
さ
れ
た
と
き
に
は
、
五
○
四

条
の
定
め
る
約
定
先
買
権
行
使
を
否
定
し
て
い
る
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

－

１０
、-＝

【
分
析
】

二
戸
』
す
の
『
】
一
二
の
一
口
■
』
一

再
頃
」
仔
巨
中
『
念
（
の
．
（

シ
Ｃ
勺
ミ
ロ
］
念
・
］
閉
．

一
二
の
一
口
巨
日
口
、
○
句
⑪
嗣
○
目
白
・
い
Ｐ
Ｂ
ｍ
ｏ
国
雪
国
重
臼
一
の
の
因
巨
ｏ
冨
困
の
。
三
二
の
『
の
。
云
巨
一
こ
ぐ
①
『
ゴ
酢
－
－
．
－
⑪
⑪
の
］
］
画
・
シ
ロ
「
一
・
．
］
や
国
ｍ
・

中
『
念
（
の
・
召
）
》
」
陸
］
旨
ゴ
の
『
》
三
の
ゴ
『
。
の
一
一
の
囚
『
巨
己
の
口
扇
巨
己
三
ご
□
の
『
ず
の
】
一
の
ロ
⑩
。
百
一
Ｎ
す
の
』
：
『
固
『
す
の
口
、
の
日
の
ご
印
。
百
「
一
．
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（
ｕ
）

－、￣、

１３１２
－戸、－－

－、二戸、〆■、〆■へ〆■、ニーベ

２１２０１９１８１７１６
－〆、－＝－ア－〆－〆、－ン

－、￣■

１５１４
，－〆、＝＝

〆～〆■、￣、〆■へ

２５２４２３２２
、‐＝～〆～〆、－〆

、
◎
す
日
・
□
の
円
。
『
巨
口
ｇ
ｍ
ｇ
Ｎ
ｑ
の
可
、
］
の
】
ｏ
ゴ
ョ
酵
巨
、
の
ご
国
の
茜
、
口
Ｓ
二
コ
、
、
｝
］
の
『
三
』
一
ｍ
｝
』
の
。
臼
」
曰
く
の
同
ロ
囚
ロ
。
、
局
Ｃ
Ｄ
言
。
シ
○
℃
〕
西
口

届①｛［．（］忠Ｃ）・回己、一砂ロロの『マロー①『の、の一日蝉画一、の詞の⑦三⑪、の日のどの◎す、「一・］巴←・の．］巴｛｛．（田Ｐ』国「）・げ口『の二脚・国巨局

一
し
の
ぎ
『
の
ご
◎
。
□
の
『
罰
の
。
三
⑪
、
の
日
の
目
②
○
す
囚
［
一
画
」
ゴ
」
す
．
ｓ
】
］
Ｃ
Ｐ
】
造
・

回
口
函
一
凹
己
・
の
飼
色
’
Ｐ
。
；
の
。
】
←
←
’

た
だ
し
、
の
厨
且
ヨ
男
『
、
函
呂
の
円
・
国
脚
・
】
の
呂
雪
念
（
の
・
君
）
は
、
こ
の
よ
う
な
持
分
割
合
の
共
有
で
は
、
持
分
権
者
問
に
お
い
て
、
予

め
管
理
事
項
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
、
一
定
の
手
続
き
又
は
全
員
一
致
を
取
り
決
め
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

周
知
の
通
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
共
同
相
続
財
産
の
所
有
形
態
を
合
有
と
解
し
て
い
る
（
二
○
三
二
条
一
項
）
。
し
か
し
、
共
同
相
続
財
産
の
管

理
は
、
二
○
三
八
条
に
よ
り
、
共
有
物
の
管
理
と
同
様
、
七
四
一
条
以
下
の
「
共
同
」
の
規
定
に
依
拠
し
て
い
る
。

Ｘ
は
、
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
同
意
し
て
い
た
。

の
①
巨
冨
の
『
一
の
］
■
』
』
Ｃ
『
。

理
は
、
二
○
三
銅

Ｘ
は
、
賃
貸
借
麺

、
。
窪
国
詔
・
雪
’

団
○
四
困
詔
》
ｇ
｛

ぬ
の
巨
室
の
『
一
③
】
ロ
』
》

、
○
起
因
詔
・
臼
．

く西］・』ご一」ロゴの『》⑫．Ｐ○・等の．］置可司旨日のマン一一ｍの日の】己の『弓の一一Ｑの⑩国辱旬、の『］』ロゴの曰勾の。三ｍ□□・］固『の←の『弓巴］Ｃ】の
●

勺の『の○口の口、の⑩の］］⑪。豈画｛一一〕召『・の．］］ヨュ宍ご『顎の｜》ぐの司乏巴巨己囚」の、○『ｐｐｑのごｏ宙すの】三】一の】、の。目『Ｐ四○国三・四の｛一

』
弓
一
局
ゴ
の
『
》
、
。
Ｐ
’
○
・
》
の
。
］
←
←
ご
］
⑰
』
，

司
一
巨
日
の
）
色
．
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
巨
の
｛
・

上
河
内
，
前
掲
論
文
（
一
）
一
四
九
頁
以
下
、
（
二
。
完
）
八
二
頁
以
下
参
照
。

宍
‐
の
呂
日
】
。
←
・
旨
三
冒
呂
の
己
の
『
宍
。
目
白
・
昌
日
因
○
団
・
国
二
・
ロ
の
。
言
』
号
の
○
頁
国
の
ｍ
Ｃ
ｐ
Ｑ
の
『
の
『
弓
の
】
』
員
堕
，
シ
Ｐ
｛
一
・
》
〕
ｇ
『
》
団
脚
．

】
国
・
」
①
⑰
【
の
。
②
ｍ
Ｐ

⑰
◎
〔

。
』
』
】
。
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〆■､ジヘ－へ_、￣、￣、￣、”■、〃■、

３９３８３７３６３５３４３３３２３１
－〆～￣、－＝、■＝、－＝～〆～〆～ン、＝〆

￣、〆～－、ジー、グー、

３０２９２８２７２６
－〆～＝､￣、￣、－＝

Ｃ
ｚ
ｏ
愚
］
①
忠
・
患
い
・

Ｄ
ｚ
ｏ
園
］
や
畠
》
篭
望
，
ま
た
、
裁
判
例
［
６
］
は
、
費
用
負
担
の
登
記
を
否
定
す
る
場
合
に
生
じ
る
不
都
合
の
例
と
し
て
、
占
有
持
分
権
者

及
び
非
占
有
持
分
権
者
が
存
在
す
る
共
有
不
動
産
に
お
い
て
、
持
分
の
特
定
承
継
人
が
現
れ
た
場
合
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な

共
有
物
の
利
用
関
係
で
は
、
通
常
は
、
共
有
物
の
占
有
持
分
権
者
に
よ
る
費
用
負
担
が
持
分
権
者
間
で
取
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
非
占
有
持

Ｄ
ｚ
Ｏ
－
Ｎ
乞
己
】
題
③
．

Ｃ
ｚ
ｏ
－
Ｎ
】
召
酋
・
望
や
．

幻
の
。
三
ｍ
で
［
』
の
、
の
ユ
ヨ
ロ
患
「
・

□
○
す
一
の
『
．
こ
の
『
の
冒
す
ロ
『
§
ぬ
の
ロ
ロ
ロ
の
す
か
］
Ｃ
Ｓ
シ
ワ
の
。
］
■
。
固
－
コ
」
の
『
ロ
・
一
色
『
一
の
］
］
の
二
勺
日
賦
Ｐ
三
騨
田
庫
三
○
氏
・
巳
囹
》
の
」
忠
．

○
伊
○
国
こ
ろ
》
一

○
田
○
国
ご
『
Ｐ
｜

【
○
」
』
少
呂
』
．

］
３
巨
窃
『
堂
「
念
（
ｍ
・
の
ｓ
）
，
佇
ご
耳
。
三
・
厚
す
『
の
。
頁
呂
、
一
ケ
９
．
９
】
召
〕
》
の
。
『
忠
［
［
・
の
。
⑭
９
．
②
９
．
の
厨
且
旨
、
。
『
、
田
呂
の
『
『

両
瞭
・
］
『
目
晋
余
（
、
。
①
『
）
も
、
少
数
持
分
権
者
へ
の
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
や
時
間
的
余
裕
の
な
い
場
合
を
除
い
て
、
聴
聞
の
必
要
性
を
肯

定
す
る
。
ま
た
、
」
Ｅ
』
：
臼
・
Ｐ
ロ
・
○
・
『
の
。
」
念
も
、
少
数
看
へ
の
聴
聞
を
経
て
い
な
い
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
絶
対
的
効
力
を
付
与
す

る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

の
菌
ロ
日
ロ
、
の
円
、
出
ロ
ケ
の
臼
因
国
・
】
『
目
か
『
念
（
の
．
君
）
・

三
目
●
ず
の
ロ
の
門
、
【
‐
ｍ
Ｓ
Ｈ
己
」
一
．
囚
鯛
・
］
の
昌
霊
『
造
『
念
（
の
・
の
ｇ
）
・

の
の
三
一
の
『
←
》
の
］
】
圏
］
，
》
、
○
四
国
・
詔
・
詔
．

ｍ
の
こ
｛
［
の
耳
》
巴
》
圏
］
・
》
因
○
窪
田
・
患
・
詔
・

共
有
者
間
の
合
意
に
よ
り
、
分
割
請
求
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
七
四
九
条
二
項
の
分
割
謂
求
権
の
行
使
事
由
と
な
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

弓
守
り
ｚ
○
国
］
召
】
・

弓
『
郡
Ｄ
ｚ
Ｃ
園
』
①
己
。

い
『
』
。

②
『
四
・
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尹戸、〆■、

４１４０
，－＝、￣

ニーー￣、￣～

４６４５４４
－ン～〆～〆

（
“
）

ゲー、

４２
，－〆

￣、グー、

４８４７
、－〆、－〆

分
権
者
の
特
定
承
継
人
は
、
登
記
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
従
来
の
利
用
規
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
占
有
持
分
権
者
の
特
定
承

継
人
は
、
従
来
の
取
決
め
に
よ
る
利
用
権
を
取
得
す
る
と
同
時
に
、
登
記
に
よ
り
公
示
さ
れ
て
い
な
い
従
来
の
費
用
負
担
の
取
決
め
に
拘
束

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
す
る
。

多
数
説
と
も
評
さ
れ
て
い
る
〈
く
ぬ
｝
・
Ｃ
ｚ
ｏ
畠
］
＄
四
・
＄
］
・
）
。

【
‐
の
。
冒
日
＆
．
ご
宣
辱
ロ
●
す
の
己
の
『
【
◎
日
日
・
目
日
■
Ｏ
Ｐ
ｍ
Ｑ
．
α
の
Ｐ
＆
の
ご
『
の
。
盲
．
②
．
シ
こ
「
一
・
．
］
＄
『
『
勾
悶
・
垣
目
率
］
Ｃ
ｓ
（
、
。
】
］
圏
）
・

○
旨
⑪
天
学
旨
の
一
色
巨
○
冒
因
の
『
⑪
【
○
日
目
】
・
御
巨
日
因
。
■
》
ロ
ユ
ー
ー
の
⑪
固
巨
●
す
”
の
回
り
ヨ
の
。
『
の
。
ご
》
屋
・
鈩
巨
［
』
，
．
］
や
房
》
両
隙
，
爵
巨
亟
Ｓ
旨
（
の
．

〕
旨
）
訴
因
Ｐ
ｍ
ｍ
の
ｐ
ｍ
Ｐ
冒
勺
口
｝
ロ
ロ
日
国
辱
『
、
の
可
」
】
Ｃ
す
の
⑪
○
の
印
の
冒
す
Ｐ
Ｃ
戸
詔
。
シ
Ｅ
Ｐ
・
后
君
・
因
田
・
』
Ｎ
巨
亟
］
Ｂ
Ｃ
（
の
」
］
忠
）
・

ロ
◎
す
］
の
可
・
Ｐ
Ｐ
ｏ
’
・
の
．
］
忠
・

伊
Ｐ
ご
ｍ
声
の
】
Ｐ
旨
の
冒
巨
・
旨
、
の
『
、
【
ｏ
ロ
〕
日
・
悶
巨
曰
国
○
国
・
国
乏
巴
一
の
の
国
巨
ロ
ゴ
⑪
の
ｏ
ゴ
ロ
］
。
こ
の
『
云
酵
］
目
」
い
の
Ｐ
屋
，
シ
巳
］
・
・
］
忠
Ｐ
因
脚
・

』
哩
悶
巨
蝉
『
←
の
（
、
』
②
⑰
）
。

、
一
口
ロ
日
ロ
囚
の
局
、
５
，
口
晋
の
旨
・
切
悶
・
呂
目
⑫
『
念
（
、
』
忠
）
・

の
冒
且
目
、
の
Ｈ
、
田
自
、
可
の
旨
》
因
㈱
・
＠
目
⑫
『
念
〈
の
。
」
巴
）
．

な
お
、
、
ｇ
］
の
『
》
、
。
、
．
○
・
・
の
．
］
忠
・
は
、
多
数
決
に
よ
り
、
共
有
不
動
産
の
利
用
に
関
す
る
規
律
を
形
成
し
た
場
合
、
多
数
者
は
、
多

数
決
を
否
決
し
た
少
数
者
に
対
し
て
、
七
四
六
条
及
び
一
○
一
○
条
一
項
の
従
た
る
義
務
と
し
て
、
持
分
の
負
担
を
登
記
す
る
こ
と
に
つ
い

て
同
意
請
求
権
を
有
す
る
、
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
Ｃ
ｇ
行
司
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
や
一
般
の
学
説
は
、
右
の
登
記
請
求
権
に
つ
い
て
本

格
的
論
じ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
、
と
付
言
す
る
。

の
厨
且
旨
、
の
『
、
。
貝
⑩
ご
】
両
ド
②
呂
痙
】
Ｓ
ｃ
（
の
’
巴
①
）
・

の
国
巨
目
、
の
円
、
四
号
ｇ
罰
御
・
《
自
習
念
（
、
．
⑰
】
①
）
，
た
だ
し
、
、
苗
且
旨
、
。
『
、
○
員
の
ご
》
切
脚
・
画
Ｎ
ｐ
⑰
』
Ｃ
ｓ
（
の
．
□
ｇ
）
は
、
同
様
に

否
定
説
の
立
場
を
採
用
し
つ
つ
、
七
四
五
条
一
項
の
多
数
決
や
同
条
二
項
の
判
決
に
よ
る
規
律
は
、
一
度
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
再
び
多

数
決
や
判
決
に
よ
る
変
更
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
持
分
の
物
権
的
内
容
も
変
容
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
点
を
看
過
し
て
い

ろ
と
指
摘
す
る
。
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〆■､デヘ〆～

６３６２６１
－プ～〆～〆

－、￣、

６０５９
￣￣､-－

￣、

５８
～￣

_、￣、グー、グー、￣、〆－，

５７５６５５５４５３５２
，－－～－－、－＝、－ダ、‐ン、－ン

－、グ■、〆￣､

５１５０４９
，－〆、－ン、－〆

る
、
と
付
言
す
る
。

三
】
呂
陪
」
白
・
の
○
一

三
富
巴
窪
．
⑪
］
四
・

ｚ
』
言
】
忌
餌
忠
．

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
肯
定
す
る
立
場
と
し
て
、
も
こ
Ｐ
且
←
、
国
Ｐ
⑪
の
①
品
の
］
罰
い
】
脚
巨
唾
Ｓ
］
◎
（
ぬ
』
］
②
、
）
。
否
定
す
る
立
場
と
し
て
、

、
厨
且
』
。
”
の
『
、
。
月
鳥
望
・
再
い
・
⑭
Ｎ
ｐ
⑫
』
Ｓ
ｃ
（
の
．
巴
『
ご
皀
冨
冒
呂
の
ロ
の
円
、
【
‐
②
呂
曰
】
。
←
・
罰
割
・
四
目
唾
Ｓ
］
。
（
、
」
』
農
）
。

の
厨
且
旨
、
の
『
、
。
こ
『
⑪
宍
竜
・
因
瞭
・
』
目
⑫
Ｓ
」
◎
（
の
．
凹
②
）
・

因
○
四
国
屋
・
属
四
・
》
ｚ
』
三
］
＠
選
一
ｓ
＄
・

他
の
持
分
権
者
は
、
先
買
権
行
使
に
同
意
し
て
い
た
。

旨
』
◎
ず
、
の
』
』
．
、
：
ロ
】
匙
》
口
閖
く
。
『
丙
Ｐ
貝
閂
の
。
亘
烏
の
冨
詳
の
】
ぬ
の
ロ
区
日
日
い
つ
の
】
弓
の
』
］
目
、
⑩
こ
の
『
の
一
の
』
函
の
２
コ
、
》
三
□
罰
］
召
⑰
》
ご
］
・

富
』
島
、
の
］
』
・
の
：
ロ
】
量
．
、
・
四
・
○
・
・
の
，
】
垣
Ｐ

弓
夛
の
。
巨
伍
罠
閂
‐
冨
口
」
］
・
曰
、
国
巨
＆
ご
函
の
『
の
【
○
日
目
・
目
ョ
団
の
国
］
閂
・
シ
ロ
「
一
・
．
］
房
Ｐ
両
ド
②
田
巨
坤
』
ｓ
⑰
（
、
．
②
忠
）
・

因
○
四
国
室
》
］
》
ｚ
」
三
】
忠
司
」
ｓ
『
．

な
お
、
本
件
事
案
で
は
、
Ｘ
は
合
資
会
社
Ｆ
と
同
視
可
能
で
あ
り
、
且
つ
、
Ｙ
の
単
独
所
有
に
対
す
る
Ｘ
の
害
意
も
認
定
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
シ
国
呂
：
』
」
・
ｍ
Ｃ
官
】
］
日
》
、
．
、
．
○
・
》
ｍ
・
］
窟
｛
・
は
、
裁
判
例
［
、
］
の
結
論
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
共
有
不
動
産
の
競
落
は
、

共
有
者
が
単
独
所
有
者
と
な
る
機
会
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
共
有
者
は
、
他
方
共
有
者
の
先
買
権
行
使
を
覚
悟
す
る
べ
き
で
あ

三
目
●
す
目
の
局
、
【
‐
、
。
胃
日
日
》
勾
悶
・
蹟
凶
巨
宰
『
ミ
（
②
．
＄
←
）
》
の
冒
巳
目
、
の
局
、
旧
自
明
冒
旨
》
切
賦
『
』
目
唖
ヨ
ミ
（
の
．
ｍ
ｓ
）
．

因
・
田
』
Ｐ
弓
の
．

の
○
ず
Ｈ
ロ
］
□
→
Ｐ
Ｐ
○
・
・
の
．
〕
①
》
．
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１
裁
判
例
及
び
学
説
に
よ
る
理
論
形
成

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
起
草
当
初
、
共
有
は
、
存
続
が
意
図
さ
れ
た
所
有
形
態
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
当
時
は
、
共
有
物
の
使
用
管
理
に

関
す
る
規
律
に
つ
い
て
、
特
定
承
継
人
へ
の
拘
束
力
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
草
案
起
草
時
に
は
、
共
有
に
つ
い
て
も
、
存

（
“
）

続
保
護
を
図
る
趣
］
曰
の
立
法
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
と
同
時
に
、
立
法
者
は
、
第
三
者
へ
の
持
分
処
分
の
際
に
お

け
る
各
共
有
者
の
法
定
先
買
権
を
否
定
す
る
形
で
、
持
分
処
分
の
自
由
を
貫
徹
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
上
記
で
検
討
し
た
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
裁
判
例
及
び
学
説
か
ら
は
、
共
有
制
度
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
理
解
が
伺
え
る

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
学
説
は
、
概
ね
裁
判
所
の
判
断
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
判
断
は
、
基
本
的
に
、
立

法
時
に
お
け
る
共
有
制
度
の
理
解
に
依
拠
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
裁
判
例
［
３
］
は
、
七
四
六
条
の
拘
束
力
を
判
断
す

る
際
に
、
「
持
分
権
者
が
自
己
の
持
分
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
義
務
を
逃
れ
、
他
方
で
、
従
来
の
持
分
権
者
が
新
た
な
持

分
権
者
と
の
間
で
共
有
物
に
関
す
る
新
た
な
取
決
め
を
行
う
事
態
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
共
有
関
係
の
存
続
保
護

（
“
）

を
意
図
し
た
、
と
い
う
、
同
条
の
立
法
趣
旨
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
例
［
９
］
は
、
共
有
関
係
解
消
を
目
的
と
し
た
競
売
の

結
果
、
共
有
不
動
産
の
単
独
所
有
権
を
取
得
す
る
に
至
っ
た
従
来
の
持
分
権
者
に
対
し
て
、
五
○
四
条
の
先
買
権
行
使
を
否
定
し
た
が
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
持
分
権
者
に
、
持
分
処
分
の
自
由
（
七
四
七
条
）
を
保
障
す
る
と
同
時
に
法
定
先
買
権
を
付
与
し

な
い
が
、
そ
れ
は
、
持
分
権
者
間
の
関
係
を
第
三
者
と
解
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
持
分
権
者
間
に
お

け
る
一
定
の
関
係
を
前
提
と
す
る
立
法
時
の
見
解
と
一
致
す
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
裁
判
例
か
ら
は
、
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
争
訟
に
お
い
て
、
共
有
関
係
の
解
消
の
妨
げ
と

三
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
理
論
形
成
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な
る
よ
う
な
権
利
行
使
を
否
定
す
る
傾
向
が
伺
え
る
。
例
え
ば
、
裁
判
例
［
３
］
は
、
共
有
物
の
分
割
契
約
に
は
、
七
四
六
条
の
拘
束

力
を
認
め
な
い
。
七
四
六
条
は
、
共
有
関
係
の
存
続
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
共
有
物
の
分
割
契
約
に
は
、
こ
の
趣

旨
が
該
当
し
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
例
［
型
で
は
、
実
質
的
に
共
有
関
係
の
廃
止
を
不
可
能
と
す
る
事
態
を
導

く
、
と
い
う
理
由
よ
り
、
先
買
権
行
使
を
否
定
す
る
。
以
上
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
及
び
学
説
は
、
立
法
時
の
見
解
を
基
調
と
し
て
、

共
有
物
の
管
理
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
共
有
関
係
の
存
続
保
護
及
び
持
分
処
分
の
自
由
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、
共
有
物
分
割
に
よ

る
共
有
関
係
の
解
消
を
妨
げ
る
よ
う
な
権
利
行
使
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

２
裁
判
例
及
び
学
説
が
前
提
と
し
て
い
る
共
有

次
に
、
右
の
理
解
が
前
提
と
し
て
る
共
有
の
性
質
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
本
稿
で
検
討
を
行
っ
た
裁
判
例
の
共
有
物
は
、
い

か
な
る
成
立
経
緯
を
背
景
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
学
説
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
と
同
様
、
共
有
に
つ
い
て
、
そ
の
成

（
髄
）

立
原
因
に
よ
る
類
型
化
が
靭
恥
識
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
裁
判
例
は
、
少
な
く
と
も
、
法
律
上
の
原
因
に
基
づ
く
共
有
は
存
在

（
師
）

し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
間
の
〈
ロ
意
に
よ
り
成
立
し
た
共
有
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
共
有
の
成

立
経
緯
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

他
方
、
上
記
の
理
解
は
、
い
か
な
る
争
訟
の
客
体
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
共
有
物
の
管
理
規
定

（
閲
）

は
、
わ
が
国
の
も
の
と
異
な
り
、
「
分
割
不
可
能
な
共
有
物
」
の
管
理
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
検
討
し

た
裁
判
例
の
目
的
物
は
、
建
物
敷
地
と
通
路
（
［
４
］
）
、
建
物
敷
地
と
そ
の
中
庭
（
［
９
］
）
、
土
地
建
物
と
そ
の
通
路
（
［
、
こ
の
よ
う

に
、
分
割
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
分
割
が
望
ま
し
く
な
い
共
有
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
理
解
は
、
「
分

割
不
可
能
、
あ
ろ
は
困
難
な
共
有
物
」
を
も
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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本
稿
で
検
討
し
た
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
及
び
学
説
と
わ
が
国
の
議
論
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
の
下
で
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
の
起
草
当
初
よ
り
今
日
ま
で
、
民
法
上
の
共
有
物
の
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
お
い
て
、
少

数
者
の
保
護
が
重
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
特
に
極
端
な
持
分
割
合
の
共
有
及
び
分
割
に
よ
る
共
有
関
係
解
消
が
不
可
能

な
共
有
に
お
け
る
多
数
決
に
よ
る
管
理
が
、
少
数
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
を
危
倶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
説
は
、
少
数
者
保
護

の
手
段
と
し
て
、
少
数
者
へ
の
聴
聞
、
あ
る
い
は
、
対
外
的
な
管
理
行
為
に
つ
い
て
は
、
多
数
者
が
少
数
者
の
代
理
権
を
取
得
す
る
必

要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
右
の
学
説
の
主
張
を
否
定
す
る
も
の
の
、
少
数
者
へ
の
聴
聞
な
き
多
数
決
が
少
数
者
に
損
害
を

与
え
た
場
合
、
多
数
者
の
責
任
を
肯
定
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
及
び
学
説
は
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
に
つ
い
て
、

少
数
者
の
権
利
を
保
全
す
る
方
策
を
常
に
考
え
て
い
る
と
ま
と
め
こ
と
が
で
き
よ
う
。

グー、

６８
，－〆

（
師
）

￣、〆￣、グー、

６６６５６４
－〆、－〆、－〆四

わ
が
国
の
議
論
へ
の
示
唆

上
河
内
・
前
掲
論
文
三
．
完
）
八
一
頁
以
下
参
照
。

Ｄ
ｚ
Ｏ
一
目
召
』
》
冒
堕
・
堕
忌
・

Ｆ
ｍ
『
の
。
Ｎ
》
Ｓ
の
す
『
目
９
□
の
②
の
ｏ
百
］
号
の
Ｏ
旨
》
』
Ｐ
シ
臣
『
一
・
》
］
召
暉
・
の
・
９
９
三
●
の
一
○
『
曰
口
昌
Ｐ
ｍ
Ｐ
Ｓ
の
二
『
の
○
三
・
①
．
シ
戸
（
』
・
・
］
ｇ
Ｐ
の
．

】
②
］
・
一
因
：
『
、
の
己
『
己
の
『
》
、
口
呂
の
貝
○
○
頁
］
「
．
シ
臣
Ｐ
．
］
忠
Ｐ
の
．
］
①
。
な
お
、
法
律
上
の
原
因
に
基
づ
く
成
立
と
は
、
九
四
七
条
一
項

（
動
産
と
動
産
の
附
合
）
、
九
四
八
条
（
混
和
）
、
九
六
三
条
（
ミ
ツ
バ
チ
群
に
関
す
る
取
決
め
）
、
九
八
四
条
（
埋
蔵
物
発
見
）
を
指
し
、
当

事
者
の
合
意
に
よ
る
取
得
と
は
共
同
取
得
を
指
す
。

裁
判
例
［
２
］
の
共
同
関
係
は
、
相
続
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
の
下
で
は
共
同
相
続
財
産
は
合
有
と
櫛
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
河
内
・
前
掲
薦
文
〈
二
）
九
一
頁
以
下
参
照
。
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例
え
ば
、
村
上
教
授
は
、
共
有
物
分
割
契
約
に
よ
り
、
持
分
権
の
交
換
・
譲
渡
と
い
う
物
権
変
動
が
生
じ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

第
三
者
と
の
関
係
は
一
七
七
条
に
よ
り
決
す
る
た
め
、
二
五
四
条
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
蕊
・
ま
た
、
広
中
教
授
は
、
二
五

四
条
の
適
用
を
否
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
同
条
の
立
法
過
程
で
は
、
条
文
の
設
置
箇
所
に
つ
い
て
、
「
共
有
物
分
割

の
規
定
の
後
あ
た
り
」
と
い
う
意
見
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
有
物
分
割
の
規
定
の
前
に
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と

｛
汎
）

を
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
新
田
教
授
は
、
分
割
に
関
す
る
債
権
を
一
一
五
四
条
に
含
め
る
と
、
持
分
の
特
定
承
継
人
は
、
分
割
に
よ
る

共
有
関
係
の
解
消
と
い
う
終
局
的
な
保
護
を
失
う
、
と
主
張
さ
れ
蕊
。
以
上
の
よ
う
に
、
共
有
物
の
分
割
債
権
に
二
五
四
条
の
拘
束
力

疑
問
視
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
多
数
決
に
よ
る
管
理
の
際
に
お
け
る
少
数
者
保
護
の
主
張
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

（
的
）

し
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、
区
分
所
有
建
物
に
お
け
る
多
数
決
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
区
分
所
有
建
物
以
外
の
共

有
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
多
数
決
に
よ
る
管
理
と
少
数
者
保
護
の
問
題
は
、
特
段
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

わ
が
国
の
民
法
上
の
共
有
制
度
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
同
様
、
多
数
決
に
よ
る
共
有
物
の
管
理
を
予
定
し
て
い
る
た
め
、
ド
イ
ツ
法
の
下
で
提

起
さ
れ
た
こ
の
問
題
を
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

他
方
、
共
有
物
に
関
す
る
規
律
の
拘
束
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
で
は
、
発
生
し
て
い
る
争
訟
の
内
容
及
び
裁
判

所
の
判
断
も
対
照
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
争
訟
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
わ
が
国
の
争
訟
は
、
将
来
の
共
有
物
の
分
割
債
権
に
つ
い
て
、

二
五
四
条
の
適
用
が
問
わ
れ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
麺
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
最
高
裁
は
、
二
五
四
条
は
共
有

（
河
）

物
の
管
理
費
用
、
立
替
金
の
み
な
ら
ず
、
共
有
物
の
分
割
債
権
を
も
対
象
と
し
て
い
る
、
と
判
断
し
て
い
る
。

右
の
判
決
以
前
の
わ
が
国
の
学
説
は
、
一
般
に
、
共
有
物
の
分
割
債
権
へ
の
二
五
四
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
考
察
を
行
っ

（
砲
）

て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
最
高
裁
判
決
を
契
機
に
、
学
説
は
、
右
の
分
割
債
権
を
一
一
五
四
条
の
債
権
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
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で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
学
説
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
○
一
○
条
一
項
を
範
と
す
る
規
定

を
設
置
す
れ
ば
、
二
五
四
条
の
適
用
を
否
定
す
る
理
由
は
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
淀
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
［
３
］
は
、
共

有
物
の
分
割
契
約
に
つ
い
て
、
一
○
一
○
条
一
項
の
登
記
の
有
無
で
は
な
く
、
共
同
関
係
の
存
続
保
護
と
い
う
七
四
六
条
の
趣
旨
を
根

拠
に
、
特
定
承
継
人
へ
の
拘
束
力
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
六
条
と
沿
革
を
共

通
に
す
る
わ
が
国
の
民
法
二
五
四
条
に
つ
い
て
も
、
共
有
物
の
分
割
債
権
に
そ
の
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
学
説
の
批
判
は
強
い
。
そ
れ
は
、
持
分
の
特
定
承
継
人
が
不
測
の
損
害
を
被
る
こ
と
を
危
倶
す
る
た
め

（
花
）

で
あ
ヱ
》
。

－、硯￣、

７０６９
、＝ン、－〆

例
え
ば
、
玉
田
弘
毅
「
建
物
区
分
所
有
法
の
現
代
的
課
題
」
一
七
頁
注
（
４
）
（
商
事
法
務
研
究
会
一
九
八
一
年
）
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
一
一
五
四
条
の
適
用
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
、
【
１
】
大
判
大
八
・
一
二
・
一
一
（
民
録
二
五
輯
一
一
二
七
四
頁
）

【
２
】
台
湾
高
等
法
院
上
告
部
判
昭
一
五
・
八
・
二
一
（
新
聞
四
六
二
六
号
一
一
頁
）
【
３
】
台
湾
高
等
法
院
上
告
部
判
昭
一
八
’
一
○
・

一
一
一
一
〈
新
聞
四
八
九
○
号
七
頁
）
【
４
】
最
判
昭
三
四
・
一
一
・
二
六
（
民
染
一
一
一
一
巻
一
一
一
号
一
五
五
○
頁
）
【
５
】
仙
台
高
判
昭
四
二
・

一
一
・
二
○
（
下
民
染
一
八
巻
一
・
二
号
一
四
六
頁
）
【
６
】
大
阪
地
判
昭
五
○
・
八
・
二
七
（
判
時
八
○
八
号
八
六
頁
、
金
判
四
八
七
号
一
一
一

八
頁
）
【
７
】
東
京
高
判
昭
五
七
・
一
一
・
一
七
（
判
夕
四
九
二
号
六
五
頁
）
【
８
】
名
古
屋
地
判
昭
六
○
・
二
・
二
七
（
判
夕
五
五
五

号
一
一
四
四
頁
）
【
９
】
東
京
地
判
平
一
一
一
・
一
○
・
二
五
（
判
時
一
四
一
一
一
二
号
八
四
頁
）
。

以
上
の
裁
判
例
で
争
わ
れ
た
債
権
の
種
類
は
、
共
有
不
動
産
の
使
用
・
管
理
方
法
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
〈
【
５
】
【
７
】
）
、

共
有
物
の
管
理
費
用
の
債
権
（
【
９
】
）
、
共
有
物
取
得
の
際
の
借
入
金
に
基
づ
く
債
権
（
Ｔ
］
）
、
共
有
物
の
分
割
契
約
に
基
づ
く
債
権

（
【
２
】
【
３
】
Ｔ
】
【
６
】
【
８
】
）
、
共
有
物
の
不
分
割
契
約
に
基
づ
く
債
権
（
【
９
】
）
で
あ
る
。
な
お
、
旧
建
物
区
分
所
有
法
一
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戸■へ

７１
、一＝

〆￣、

７２
－〆

（
ね
）

〆￣、－，

７５７４
－ジ、-ジ

五
条
の
適
用
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
最
判
昭
六
一
一
・
六
・
二
一
一
一
（
判
時
一
一
一
五
八
号
一
○
二
頁
）
が
あ
る
。
こ
の
裁
判
例
で
は
、

管
理
費
用
が
滞
納
さ
れ
た
区
分
所
有
権
が
転
々
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
中
間
取
得
者
が
支
払
い
義
務
を
負
う
か
が
争
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
共

有
物
に
関
す
る
規
律
に
拘
束
さ
れ
る
第
三
者
の
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。

前
掲
【
４
】
判
決
。
【
４
】
判
決
の
上
告
理
由
で
は
、
民
法
二
五
四
条
の
債
権
は
、
共
有
者
の
負
担
す
る
管
理
費
用
、
公
租
公
課
の
立
替
分

等
の
こ
と
で
あ
り
、
共
有
物
の
分
割
に
つ
い
て
の
債
権
的
契
約
は
含
ま
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
分
割
に
関
す
る
契
約
の
登
記
な
く
し
て
第
三

者
た
る
持
分
買
受
人
に
対
抗
可
能
と
す
る
と
、
持
分
の
取
得
者
は
不
測
の
損
害
を
被
る
こ
と
が
あ
り
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
か
ら
で
あ
る
、

と
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
【
４
】
判
決
は
、
二
五
四
条
を
所
論
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
関
す
る
規
定
と
解
す
る
理
由
は
な
い
、

と
主
張
さ
れ
た
。
｝

と
判
示
し
て
い
る
。

一
般
に
、
二
五
四
条
の
債
権
と
し
て
は
、
主
と
し
て
、
共
有
物
の
管
理
費
用
に
関
す
る
債
権
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
横
田
・
富
井

両
博
士
は
、
共
有
物
の
管
理
方
法
や
不
分
割
の
契
約
に
よ
る
債
権
が
、
共
有
者
の
地
位
を
承
継
し
た
持
分
の
特
定
承
継
人
に
当
然
に
効
力
が

生
じ
る
の
と
異
な
り
、
共
有
物
の
管
理
費
用
の
債
権
は
、
本
来
は
、
効
力
が
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
が
、
債
権
者
で
あ
る
共
有
者
の
保
護
や
二

五
九
条
の
効
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
二
五
四
条
に
よ
り
、
特
定
承
継
人
に
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
定
め
て
い
る
、
と
説
明
す
る
（
横
田
秀
雄

「
改
版
増
補
物
権
法
』
四
○
○
頁
以
下
〈
清
水
轡
店
一
九
○
九
年
〉
、
富
井
政
章
「
民
法
原
論
第
一
一
巻
物
権
」
一
六
二
頁
以
下

〈
有
斐
閣
一
九
一
一
三
年
〉
）
。
こ
こ
で
は
、
分
割
に
関
す
る
債
権
へ
の
二
五
四
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
言
及
き
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と

も
、
梅
博
士
は
、
当
時
よ
り
、
共
有
物
の
管
理
費
用
及
び
共
有
物
の
不
分
割
契
約
に
よ
る
債
権
と
共
に
、
共
有
物
の
分
割
債
権
を
二
五
四

条
の
債
権
と
し
て
挙
げ
て
い
る
〈
梅
謙
次
郎
「
訂
正
増
補
民
法
要
義
巻
之
一
一
物
権
編
」
一
一
○
○
頁
〈
有
斐
閣
書
房
一
九
一
一

年
、／

ミーン

。

村
上
淳
一
「
共
有
不
動
産
分
割
契
約
上
の
債
権
は
分
割
登
記
前
で
も
共
有
持
分
の
特
定
承
継
人
に
対
し
て
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
」

法
協
七
八
巻
一
号
一
三
三
頁
以
下
（
一
九
六
一
年
）
。

広
中
俊
雄
『
物
権
法
下
巻
』
四
三
一
頁
以
下
（
青
林
瞥
院
新
社
一
九
八
一
年
）
。

新
田
敏
「
区
分
所
有
権
が
転
々
移
転
し
た
場
合
、
中
間
取
得
者
は
、
前
者
が
共
用
部
分
・
敷
地
に
関
し
負
担
滞
納
し
て
い
た
管
理
費
の
支
払
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本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
及
び
学
説
の
分
析
に
基
づ
き
、
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
理
論
形
成
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
右

の
裁
判
例
及
び
学
説
に
つ
い
て
、
共
有
物
の
団
体
的
管
理
に
関
す
る
争
訟
を
処
理
す
る
に
あ
た
り
、
共
有
関
係
の
存
続
保
護
と
共
に
持

分
処
分
の
自
由
を
貫
徹
す
る
と
い
う
立
法
者
意
思
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、
分
割
請
求
権
の
行
使
に
よ
る
共
有
関
係
の
解
消
を
保
障
し

て
い
る
、
と
い
う
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

－、￣、

７７７６
､￣、－〆五

結
語

義
務
を
負
わ
な
い
と
し
た
事
例
」
判
評
三
五
三
号
四
五
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
。

広
中
・
前
掲
四
一
一
一
五
頁
、
村
上
・
前
掲
一
三
四
頁
、
新
田
・
前
掲
一
九
二
頁
参
照
。

こ
の
見
解
は
、
立
法
当
時
か
ら
今
日
ま
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
梅
・
前
掲
二
○
○
頁
、
富
井
・
前
掲
一
六
三
頁
以
下
、
山
中
康
雄
「
共
同
所

有
論
」
五
七
頁
〈
日
本
評
論
新
社
一
九
五
一
一
一
年
〉
、
我
妻
栄
・
有
泉
亨
補
訂
「
新
訂
物
権
法
（
民
法
講
義
Ⅱ
）
」
一
一
一
二
六
頁
八
岩
波
書

店
一
九
八
五
年
Ｖ
）
。
も
っ
と
も
、
本
文
の
主
張
に
肯
定
的
な
見
解
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
江
渕
武
彦
「
共
有
者
間
の
共
有
物
に

関
す
る
使
用
収
益
、
管
理
又
は
費
用
の
分
担
に
つ
い
て
の
定
め
は
、
そ
の
共
有
者
の
特
定
承
継
人
に
対
し
て
も
当
然
に
承
継
さ
れ
る
と
し
た

事
例
」
（
西
南
一
九
巻
一
号
一
一
六
四
頁
〈
一
九
八
六
年
〉
）
は
、
共
同
財
産
の
規
律
の
公
示
方
法
が
登
記
法
上
欠
け
て
い
る
と
い
う
問
題
は
、

共
有
の
み
な
ら
ず
、
共
同
所
有
全
体
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
共
同
財
産
の
規
律
は
、
実
地
検
分
に
よ
り
調
査
可
能
、
と
い
う
理

由
よ
り
、
本
文
の
主
張
に
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
田
・
前
掲
一
九
一
頁
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
○
一
○
条
一
項
を
範
と
し
た
規
定
を
設
個
す
る

こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
民
法
が
予
定
し
て
い
る
共
有
の
性
質
が
変
容
す
る
１
と
い
う
理
由
よ
り
、
本
文
の
主
張
の
対
象
を
分
割
契
約
に
基

づ
く
債
権
に
限
定
す
る
べ
き
旨
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
〒
】
判
決
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
現
行
の
法
制
度
の
下
で
は
、

瀬
渡
人
の
暇
疵
担
保
責
任
、
あ
る
い
は
、
新
た
に
共
有
者
と
な
っ
た
瀬
受
人
か
ら
の
共
有
物
分
割
に
よ
り
対
処
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
共
有
物
の
分
割
方
法
の
理
解
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
は
、
裁
判
上
の
共
有
物
の
分
割

（
ね
）

方
法
と
し
て
部
分
分
割
を
否
定
す
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
持
分
権
者
間
に
お
い
て
、
共
有
物
に
つ
い
て
合
意
が
形
成
さ
れ
な
い
場
〈
ロ
に

は
、
分
割
請
求
権
の
行
使
に
よ
る
共
有
関
係
の
完
全
な
解
消
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
な
お
、
右
の
よ
う
な
共
有
物
の
管
理

と
分
割
の
関
係
は
、
わ
が
国
の
判
例
が
、
既
存
の
共
有
物
の
利
用
関
係
を
重
視
し
、
そ
れ
故
に
、
共
有
物
分
割
の
多
様
化
を
容
認
し
て

（
ね
）

き
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
今
後
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
共
有
制
度
に
つ
い
て
、
共
有
物
の
分
割
に
つ
い
て
の
理
解
を
踏
ま
、
え
た
比

較
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

グー、￣､

７９７８
，－〆、＝〆

冨
已
己
◎
ず
の
口
の
Ｈ
、
【
‐
の
９
日
昼
←
》
勾
閣
・
患
目
亟
『
お
く
の
．
『
屋
）
・

佐
藤
岩
夫
「
分
割
請
求
者
が
多
数
で
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
民
法
二
五
八
条
に
よ
る
現
物
分
割
と
い
わ
ゆ
る
一
部
分
割
」
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー

（
不
動
産
）
判
夕
八
○
一
号
六
三
頁
以
下
（
一
九
九
三
年
）
、
奈
良
次
郎
「
共
有
物
分
割
訴
訟
と
全
面
的
価
格
賠
償
に
つ
い
て
」
判
夕
九
五
一
一
一

号
五
九
頁
二
九
九
七
年
）
参
照
。


